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平成３０年度第３回米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会議事録 

 

平成３０年１２月２０日 午後６時３０分開会 

米子市役所４階 ４０１会議室 

 

 

出席委員 １５名 

加川充浩委員（委員長）、吉岡伸一委員（副委員長）、手島仁美委員、福景順一委員、

中曽登志子委員、安木達哉委員、足立京子委員、廣江仁委員、中村富士子委員、井

上徹委員、池田千鶴枝委員、山中裕二委員、藤澤幸恵委員、三輪龍介委員、吉野立

委員 

 

欠席委員  

なし 

 

事務局 ２３名 

斉下福祉保健部長 

【福祉政策課】 

大橋福祉保健部次長、中本課長補佐、山崎主幹、田村主幹、井原主任、安藤主事 

【米子市社会福祉協議会】 

王島事務局長、森本地域福祉推進室長、谷口地域福祉推進室副主任 

【関係課職員】 

長寿社会課、障がい者支援課、子育て支援課、こども相談課、福祉課、健康対策課、

防災安全課、都市創造課、地域振興課、総合政策課、学校教育課 

【公民館長】 

 車尾公民館長、夜見公民館長 

 

傍聴者 ２名 

 

議題 

１ 計画の方向性について 

２ 計画に盛り込む項目について 

（報告事項） 

 地域活動者へのアンケート調査結果について 

 

 

開会（午後６時３０分） 

（中本課長補佐） 

 ただ今から、平成３０年度第３回米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委

員会を開催いたします。本日は年末のお忙しい中、またお寒い中お集まりいただき、
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誠にありがとうございます。今回で３回目の委員会ということで、本日は計画の方

向性についてと、前回に引き続いて計画に盛り込む内容について事務局案を説明さ

せていただいた後、委員の皆様の意見をお聞かせいただきたいと考えておりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

会議成立の報告 

（中本課長補佐） 

次に、本日の会議の成立についてですが、全委員１５人が出席ということで、米

子市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会設置要綱第５条第３項に基づき、

会議が成立したことを報告します。 

それでは、以降の議事の進行につきましては、米子市地域福祉計画・地域福祉活

動計画策定委員会設置要綱に基づき、加川委員長にお願いしたいと思います。 

 

会議の公開について 

（加川委員長） 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

まず、会議の公開についてですが、本会議の内容から、非公開情報に該当するも

のがないことから、会議は公開とし、全文議事録を作成のうえ、市ホームページで

公表したいと思いますがよろしいでしょうか。 

（反対意見なし） 

 

議題１ 計画の方向性について 

（加川委員長） 

 では、資料１について、事務局から説明をお願いします。 

（山崎主幹） 

 それでは、資料１をご覧ください。米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画の方

向性ということで、今までの会議でお話させていただいたことも盛り込みつつ、こ

の計画をどういう方向で考えるのかというところを、皆さんと共有させていただく

ために、米子市が目指しているところについて説明をさせていただきたいと思いま

す。資料１ですが、計画の方向性について、三つの視点で説明したものになってお

ります。一つずつ説明をさせていただきます。 

 まず、一つ目の視点として、「地域全体がつながり、支え合う視点」ということで、

この計画を捉えたいと考えています。一回目の策定委員会のときに資料を見ていた

だきましたが、一つの指標として自治会加入率を見たときに、合併前の平成１０年

の時点では７８パーセント、8 割近くの方が自治会に加入しておられて、大なり小

なり地域の活動に参加される方が多かったと思いますが、平成３０年度には６１．

８パーセントまで低下しております。これは単純に自治会に加入しておられる方が

減ったというよりも、世帯数そのものが増えたという事情もございまして、外から

入ってこられて、アパートやマンションで暮らす方が地域の活動の中になかなか

入っていけないという現状もあるのではないかと思います。後ほど、地域福祉活動
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者の方々にご協力いただきましたアンケート調査の結果報告の中でも説明しますが、

地域の様々な活動に参加される方が少なくなってきているという現状がある中で、

将来に向けて地域全体をつなげていって、地域全体で支え合う視点を持って施策や

取組を進めていく必要があるのではないかということでまとめています。 

 ここで懸念されるのが、地域で取り組んでもらうということが、地域への丸投げ

になってしまうのではないかということですので、地域のつながりを作っていくに

あたり、それを専門で行う「コミュニティワーカー」という地域づくりの専門職の

配置をしていこうと考えているところでございます。一つ目の視点として書いてあ

る内容は、このコミュニティワーカーが担っていく役割とご理解いただければよろ

しいかと思います。 

 まず、「(1)住民主体の活動支援」ですが、これは今までも社会福祉協議会が行っ

ていることで、ここに書いてある内容はすでに取り組んできたことではあるのです

が、地域福祉のお話をするときに、自助、互助、共助、公助という言葉がよく出て

きます。現在の計画でも触れているのですが、自助、互助、共助、公助を順番に機

能させていくということではなく、これらのシステムをバランスよく機能させてい

くのだという視点を計画に盛り込みたいと考えています。つまり、すべての前提が

自己責任であるということではなくて、自分の責任でしていただくこともあれば、

支え合いの中でしていただくこともあるし、メンバーシップの中でしていただくこ

ともあれば、行政の責任で提供するサービスもあるということで、これらが順番と

いうことではなく、全体のバランスを見ながら、仕組みとして整えていくという意

味で、「バランスよく」という表現をしています。その中でも、バランスをとってい

くために特に強化していかなければならないものが地域の支え合いである互助であ

ると考えています。 

 続きまして、「(2)住民主体の活動の圏域と拠点の整備」ということで、これは前

回の委員会の中でも資料を提示させていただいたのですが、住民の活動をしやすく

する仕組みを考えるときに、圏域を設定して、圏域ごとに見合った支援や取組を進

めていくということです。そして、住民主体の活動が行われていく圏域として、公

民館区域を設定して取り組んでいきたいと考えています。その上で、圏域の中心と

なる拠点として公民館がありますので、現在の社会教育施設としての公民館の機能

は維持しつつ、今後、地域づくりなどにも公民館の一部を活用させていただいて、

ずっと公民館の中にいて何かをするということではないのですが、公民館を地域づ

くりの拠点としていきたいと考えています。 

 次に「(3)多様な主体の協働」ですが、地域には自治会の方や地区社協、民生委員

などいろいろな活動者の方がおられますが、地域によって、これらの方々のつなが

りが濃いところもあれば、うまくいっていないところもあり、また、福祉事業者や

企業、ボランティアの方たちが地域の中でうまくつながっていないということがあ

ろうかと思います。そこをつなげていって、新たな力にしたいということです。 

 次に「(4)誰もが活躍できる社会の構築」ということで、これも現計画においても

ノーマライゼーションという言葉を使っていますが、この計画で実現しなければな

らないこととして、誰もがありのままに地域の中で生活していくために、社会を整
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えていくということが根本にないと、地域福祉を進めていくことができないと考え

ておりますので、ここで触れさせていただいております。 

 続きまして、二つ目の視点として、「未来へつなげる視点」ということで表現をし

ております。ご存知のとおり、全国的に高齢化が今後の社会保障を考える上で大き

な問題となってきております。米子市も、以前資料をお示ししましたが、今後高齢

者数は確実に増えていきますし、高齢化率もピークのときには３２パーセントに達

するという推計があります。それに対して、労働力として考えられる生産年齢人口

の割合は、現在の５８パーセントからどんどん圧縮されていき、２０４５年ごろに

は４５パーセントになると予想されます。単純にその割合を比較するものではない

のかもしれませんが、高齢者人口と生産年齢人口とを対比すると、高齢者１人に対

し、生産年齢者がおよそ１．６人ということになります。 

 このことが引き起こす問題として、社会保障費が増大していくということが考え

られますので、それについては何らかの対応をしていかなければならないというこ

とになります。後ほど、米子市の財政見通しについて、別途資料で説明をさせてい

ただきますが、こういった現状があるということをご理解いただければと思います。 

 こういった現状を踏まえ、今後米子市としては、今だけではなくて、将来的にも

持続可能な社会保障の仕組みというものを考えていかなければならないということ

と、併せて、人的資源についても将来に渡って枯渇しないように取り組んでいかな

ければならないということでここに挙げさせてもらいました。 

 まず「(1)人材の確保・育成」ということで、現在もさまざまなところで人材不足

の問題が生じています。様々な福祉サービスを提供する仕組みはあるけれども、人

材がいなくてサービスが適切に提供されないという状況がすでに発生しています。

そういった問題を解消するために、幅広い視点で人材の確保に努め、確保だけでは

なく、人材の育成に努めなければならないということです。 

 次に「(2)公的サービスの適正化」ですが、公的サービスを提供するにあたり、そ

のサービスが本当にその人に必要なものなのかどうか、ボリューム、質ともに適切

かどうかということをしっかりチェックをして、もしも適切でなければそれを是正

していくような仕組みや機能をしっかり整えていかなければ、持続可能ということ

にはなりません。これはサービスの偏りといいますか、前回井上委員さんからもご

指摘いただいたのですが、軽度のサービスが過剰になって、重度のサービスが不足

するという問題への対応も含みます。 

 次に「(3)住民活動の自立支援」ということで、先ほど住民の活動の支援について

説明したのですが、ここで書いている内容は、住民活動の自立を支援していくとい

うことで、自立の芽を摘んでしまわないということです。将来に向けて地域の住民

の方が意欲を持って地域活動に取り組んでいただけるように、もちろん支援はして

いくのですが、全部行政がやってしまったり、全部補助金で解決してしまうという

ことではなくて、共に歩んでいくという視点を大事にしたいということです。 

 次に「(4)計画や施策の継続性・開発性の担保」についてです。これは、まず継続

性については、これから新しい計画を作っていくわけですけれども、計画は当然作っ

て終わりということではありません。これは何度も申し上げているとおりです。計
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画ができた後に、計画の内容がしっかり実行できているかということを市民に見て

いただくということがなければ、絵に描いた餅になってしまいますので、そういう

ところを整えていく必要があると考えています。開発性についてですが、今後も社

会情勢は変わっていきますし、新たな問題が発生することもあると思いますが、そ

ういったものにこの計画の中でしっかり対応して、新しい施策につなげていく仕組

みを担保しておかなければならないと考えております。発生した様々な課題をどの

ようにキャッチして、それをどのように揉んで施策につなげていくか、その一連の

流れをこの計画の中で担保しておきたいと考えております。 

次に「(5)米子市社会福祉協議会の強化」ということですが、地域を盛り上げてい

く、地域づくりを支援していくということに関しては、行政ももちろん力を尽くし

ますが、米子市社会福祉協議会の力は欠かせないと考えております。米子市社会福

祉協議会には今でも様々なことに取り組んでいただいているところですが、今後、

職員のスキルアップも含めて、取組を強化していただき、更なる活躍をしていただ

きたいと考えているところです。 

 最後に、三つ目の視点として、「包括的な支援の視点」ということですが、様々な

社会問題が発生している中で、今までの仕組みやサービスだけではなかなか対応で

きない問題もたくさん出てきております。資料にはその代表的なものを例として書

いておりますが、ひきこもりなどの社会的な孤立の問題や、ダブルケアの問題など、

こういった問題に対応していくためには、仕組み自体を変えてしまわないといけな

いと考えております。つまり、総合的な支援の仕組みをこの計画の中で考えていか

なければならないということでございます。 

 まず「(1)地域生活課題を包括的に受け止める」ということですが、これは、住民

に身近な地域で何でも相談できる場をつくるということでございます。相談の内容

にもよるとは思いますが、住民に身近なところで何でも話ができる、そして本人か

らだけではなく、家族や近所でこんな問題があるということをそこに伝えていただ

けるような、アンテナの役目にもなると思いますが、そのような機能を地域の中に

つくるということが必要ではないかと考えております。そして、受け付けた相談に

対応していく役割として、コミュニティワーカーが存在することになると思います。 

 次に「(2)地域支援と個別支援の融合」ということで、前回の委員会の資料で、「コ

ミュニティソーシャルワーカー」について触れていますが、これは、地域の支援を

していくということと、個別の問題を解決していくということです。ソーシャルワー

クと言う言葉に関しては、その定義が文献によって違いますし、自治体によっても

解釈が分かれるところですが、ここではひとまず、課題を抱えた方への個別の支援

を行うにあたって、様々な社会資源を活用して取り組んでいく、そしてその個別の

支援を行うために、社会資源そのものを作り出していく、変えていくという概念も

含んだ意味として扱いたいと思いますが、そのソーシャルワークの部分と地域支援

の部分については、当然一体となって取り組んでいくことなのですが、一旦それら

の役割、機能を分け、地域のことを専門で行っていただく方と、個別の支援を中心

に行っていただく方とを分けて考えたいと思います。分けるのですけれども、これ
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らは協働して支援を行っていくということです。説明が難しいのですが、そのよう

な概念だとご理解いただければと思います。 

次に「(3)世帯丸ごと支援、予防的支援への転換」ということです。何か課題を抱

えた方の支援を行うときに、その方だけを見ていても問題の解決には至りませんの

で、家族の方、世帯全員を包括的に支援していくということを、米子市の支援方法

の標準としたいという考えです。もう一点が、予防的支援ということですが、何か

問題が起こってから支援に動くという事後対応型支援ではなく、支援が必要だとい

う情報をキャッチした場合には、何か起こってからということではなく、早期に事

前対応型支援ということで予防的に動いていくという支援に取り組んでいくという

ことです。 

最後に「(4)相談支援ネットワークの構築」についてですが、様々な問題に対応し

ていくためには、例えば障がい者には障がい者の事業所が支援を行い、その方が６

５歳になった途端に高齢者の部門にバトンタッチするということが現在あるのです

が、そのような方法ではなく、基本的に支援者が一緒に動くと、障がい者の支援も

高齢者の支援も包括的に全部受け止めて、まとめて行っていくという方向性が必要

ではないかということです。ネットワークと表現しておりますが、障がい者の一般

相談事業所と高齢者の地域包括支援センターについては、特に協力な連携を図りな

がら近づけていく必要があるということを書いております。 

 以上、簡単に説明させてもらいましたが、このような考え方を地域福祉計画・地

域福祉活動計画の中に入れていき、このような考え方を具体的な施策に下ろしてい

くということを我々は考えているところです。 

 続きまして、先ほど後ほど説明すると申し上げました、米子市の財政見通しにつ

いて、中本から説明をしますので、もうしばらくお付き合いください。 

（中本課長補佐） 

 続きまして、資料の「今後の財政見通し」をご覧ください。以前からリクエスト

がありました今後の米子市の財政見通しについてですが、こちらの資料の２ページ

目以降は、米子市の財政当局が本年１０月に作成しまして、議会の全員協議会とい

う場で説明した「平成３０年度米子市中期財政見通し」から一部抜粋したもので、

平成２５年度から平成２９年度までの決算額の推移と、今後の推計値でございます。

４ページ目の平成３５年度から平成３９年度については、かなり先の数値になりま

すので、あくまで参考数値とご理解いただきたいと思います。本来でしたら、この

資料を作成した財政課が説明するのが一番良いと思いますが、かなりテクニカルな

話になるのではないかということがありまして、私の方で、方向性の話として説明

をさせていただきたいと思います。 

 １ページ目を見ていただきますと、今後の財政見通しの考え方や方向性を書いて

おります。まず結論から申し上げますと、現時点においては今後財政状況が急激に

良好し、使えるお金が潤沢となるということは考えにくく、少しずつ経費が増える

既存の事業が多いことから、何かしらの事業を廃止して、新規事業を行っていくと

いう、いわゆる「スクラップアンドビルド」の手法で対応しなければならないと考
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えております。当然、福祉分野の施策への財源投入量についても、現在と同程度と

ならざるを得ないと考えているところです。 

その理由といたしましては、来年の消費税の引き上げ並びに合併した団体への交

付税の優遇措置としての合併算定替の終了ということがあります。この合併算定替

の終了というのは、市町村合併をすると交付税が優遇され、米子市の場合は７億か

ら８億円くらい交付されていたのですが、平成２６年度に終了して、平成２７年度

から５年間で段階的に減らしていって通常の状態に戻していき、平成３２年度から

これが無い状態になるということです。また、人口減少や少子高齢化の進展により、

税収の減が見込まれます。歳入側はこのような理由です。 

一方、歳出側ですが、先ほど山崎から説明があったように、社会保障関連経費の

更なる増加、老朽化した公共施設の改修、防災関連経費の増加、特に米子市の場合

は学校へのエアコン設置等の経費の増加が見込まれていることから、財政運営は一

段と厳しいものになると考えております。そのため、本市としましても中期財政見

通しを作成しまして、持続可能な財政運営を行っていくことになります。これは地

域福祉という分野においても同じです。 

数値の推移について見ていただくと分かりますが、冒頭で説明したとおり、今後

の財政状況が格段に明るくなるということは考えにくいということが結論でござい

ます。 

数値について若干説明をさせていただきますと、歳出については、例えば生活保

護費等の扶助費は、決算額を見ていただいても、また今後の数値も、年々増加して

いくことが予想されております。さらに歳入の減が見込まれることから、当然公共

施設の建設費等の投資的経費を抑制した上で、実質の収支はほぼ同じか、若干マイ

ナスに落ち込むという予想となっております。 

平成３５年度から平成３９年度の５か年の推計につきましては、特に社会情勢や

経済情勢の変化、国の財政状況を見込むことが非常に困難であるため、機械的に推

計し、参考数値として作成しているものですので、当然、数値は上下してくるもの

と思います。現時点としてお示しできるのは大まかな内容だということをご理解い

ただければと思います。 

最後になりますが、この場は、米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定委

員会でございますので、この計画に関する施策等にどれだけお金を投入できるのか

というところについて、委員の皆さんが一番お聞きになりたいところだと思います

が、計画を策定していく上で、新たな事業が必要だという方向性が出れば、速やか

に関係機関、関係課等と情報共有し、スクラップアンドビルドにより調整し、家庭

でいうところの家計のやり繰りを行っていかなければならないと思っております。 

将来の財政見通しは明るくないです、厳しいですというお話をさせていただいた

のですが、そういう状況だからといって今後新しいことはできないということです

とか、スタートラインでお金を制限して政策を考えるということではありません。

あくまで将来見通しということで、目安として資料を読み取っていただければと思

います。説明は以上です。 

（加川委員長） 
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 ありがとうございました。ただ今の説明について、皆様からご意見等ございます

か。 

（中村委員） 

 資料１に出てくるコミュニティワーカーが大切な役割を果たすということですが、

前回の委員会でコミュニティソーシャルワーカーということが出てきましたが、こ

の専門職であるコミュニティワーカーのイメージについて、もう少し教えていただ

ければと思います。専門職ということは、例えば市の職員なのか、有償ボランティ

アなのかというところも含めてお願いいたします。 

（山崎主幹） 

 コミュニティワーカーに関するご質問でございましたが、コミュニティワーカー

は、基本的には市が経費を投入して配置する専門職であるとご理解いただけたらと

思います。これは委託の可能性もありますし、直営の可能性もありますが、正規職

員として配置するということでございます。主な役割につきましては、大まかなお

話になりますが、まずはどこかの地区をモデル地区として指定し、その地区に入っ

て、地域の協議の場をコーディネートしたり、その協議の場を通じて様々な住民主

体の活動をつくっていくのを支援したり、それらを地域の計画としてまとめると

いったことがございます。あとは、先ほども触れましたが、地域の中で困り事や生

活上の困難があった場合に、それらを何でも受け止めて、その相談をどこかにつな

げたり、解決のための助言を行ったりという機能を果たすということを考えており

ます。 

（中村委員） 

 民生委員さんがやられているようなことをもう少し専門的にしたような感じで

しょうか。 

（山崎主幹） 

 そうですね。当然民生委員さんも、日々見守り活動をしていただいたりとか、い

ろいろと地域福祉活動をしていただいたりしておりますが、連携させていただきな

がら、さらに専門的なスキルを持って活動していく、ファシリテーターというので

すが、そのようなイメージで捉えていただければと思います。 

（吉野委員） 

 そのことに関連して質問したいのですが、コミュニティワーカーについて、具体

的なイメージがほとんど湧かないのですね。例えばどこに配置されるのか、何人配

置されるのか。地域に配置ということであれば、公民館ごとに配置される計画なの

か。そこが一つです。もう一つは、地域の計画を一緒に作り出していく、社会資源

を作り出していく、あるいは社会資源を変えていくということと、一つ一つの個別

支援を行うということですが、そうなるとかなり総合的なソーシャルワークの能力

を持った人材がいないとなかなか難しいと思います。今までも社会福祉協議会に地

域づくりの担当を配置されていると思いますが、それらがどんな結果だったのか、

その総括があって、今これを出せば、このような人材を米子市で見つけて配置する

という見通しがあるのかどうか。私は過去にやってきたことが実際にどれだけ成果

があって、何が問題だったのかということをきちんと総括しないといけないと思い
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ます。新しいものを作ってやっていこうというのは、ある意味簡単な解決策なので

すが、このような人材は米子市になかなかいないですよ。例えば、認知症の症状が

ある人のところにコミュニティワーカーは個別支援として行ってもらえるのか。ま

だ何のサービスにもつながっていない人に、民生委員が相談したらつなげる動きが

できるのかどうか。そのようなことも含めてやらないといけないので、かなり能力

の高い人が必要で、また当然中途半端な職員ではいけませんので、きちんとした待

遇をしなければならないと思います。そうしなければ、なかなかこのような人材は

来てくれません。そしてその人たちを動かしていく仕組みとしてはどこがやるのか。

庁内には計画の推進委員会ができるのですが、米子市全体としてこの計画を進めて

いく全体像のなかで、このコミュニティワーカーはどこにいて、どんなことをする

のかということがほとんど見えなくて、中途半端な感じがします。 

 また、公民館の問題も、今ある公民館の問題点は何で、それを地域の拠点にする

ためにはどのように運営や在り方を変えたらいいのかということを提言しないと、

今ある公民館の業務に地域づくりの内容を少しプラスするという程度の計画であれ

ば、ほとんど効果がないと思います。公民館のいいところというのは、私たちも地

域でいろいろな活動をしていて思うのですが、そこに人がいるということです。そ

してそこにいる人がどんなスキルを持っているか、どんな能力を持っているかとい

うことがすごく大事なのです。公民館には館長がいたり、主事がいたりするわけで

すが、その人たちは今までの公民館の仕事をして、地域づくりについてはプラスア

ルファ程度のことを考えておられるのであれば、あまり効果がないと思います。公

民館にいる人たちも含めて、公民館をどのように変えるのか、考えないといけない

と思います。例えば、公民館の建物は、ほとんどが１階が事務室で、椅子に座って

会議できるところが２階にあったりして、なかなか１階で皆さんが集まって何かの

活動ができるような機能を持ったところは少ないです。新しいところはそうなって

いるかも知れませんが。公民館の建物を分析していくと、もっとこのように変えた

ほうがよいのではないかということも出てくると思います。もしも公民館を中心に

するのであれば、公民館の問題を洗いざらい出してみて、考えていく必要があるの

ではないかと思います。 

 もう一つ、住民主体の活動の問題ですが、今実際に介護保険の関係などで、地域

ケア会議が各地域で行われています。また認知症行方不明者の捜索模擬訓練などを

行ったりしています。そのようなことができているところとできていないところが

ないか、できているところの悩みは何なのか、できていないところはなぜできない

のかということをもう少し分析する必要があるのではないかと思います。これは米

子市社会福祉協議会を強化していくこととつながっていまして、私は米子市社会福

祉協議会はすでに十分強化されていると思っていますが、今の状況でさらに強化す

るというのは、具体的にどんなことを強化するのかということが出てこないといけ

ないのではないかと思います。地区版の地域福祉活動計画は米子市社会福祉協議会

が軸となって進めておられるところが多いと思いますが、問題は、それが今まで自

治会や社会福祉協議会を中心にした計画や委員会だったことではないかと思います。

もちろんその人たちには中心になってもらわなければならないのですが、その地域
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における社会資源であったり、ＮＰＯであったり、ボランティアであったり、企業

なども含めた地域会議のようなものをつくっていかなければ、住民中心の計画 

の推進にはならないのではないかと思います。山中委員さんも「山陰福祉の会」で

お店とかしておられますが、就将地区の計画づくりに来てくださいと頼まれたこと

は無いのではないかと思います。私もＮＰＯとして錦町に事務所を置いていますし、

糀町で「わだや小路」をしていますけれども、明道地区や啓成地区の計画づくりに

関して、出てきて意見を言ってくださいという依頼を１回も受けたことはないです。 

今までの問題点が何だったのかということをもう少し精査することが大事ではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。 

（山崎主幹） 

 たくさんご意見をいただきましたので、足らないところがあれば補足をいたしま

すが、まずコミュニティワーカーについてです。先ほど私の説明が上手にできませ

んでしたが、ひとまず地域づくりを支援していく、住民活動を支援していくという

役割と、個別課題を抱えた方の支援をしていくという役割とを分けて考えていると

ころです。コミュニティワーカーは地域の仕組みづくりの役割を中心とした専門職

とお考えいただければと思いますが、個別の支援については、今現在も存在してい

る専門職の方が入っていって、そこと連携することもあるでしょうし、新たに個別

支援を行っていくソーシャルワーカーを配置するということも選択肢としてはあろ

うかと思います。資料にあるコミュニティワーカーについては、地域づくりをメイ

ンで行っていく役割を担うというように考えています。 

（吉野委員） 

 少し私の認識は違っていました。私は家族丸ごとや個別支援を行っていく方が主

だと理解していましたが、地域づくりということであれば、今市と社会福祉協議会

に１名ずつ配置されているコミュニティソーシャルワーカーがどんなことをやって

きて、どんな悩みを抱えて、どんな成果があったのかということを、こういう場で

説明してもらえるとありがたいです。いいこともあるでしょうし、困難だったこと

もあると思います。そういうことを具体的に聞けば、何が問題なのかということが

よくわかると思います。今までもこのようなことは何回も国の施策として出てきて

いるし、やってきている問題ではないですか。地域づくりをする担当を決めるとい

うのは。それがなかなかうまくいっていないというのは、何が問題なのかというこ

とを出さないと、どんなに説明しても難しいと思います。それから、地域に配置す

るというのは、イメージとして、どこの地域に、どんな人材かということがあるの

かないのか、こういうモデルがあるから、今回の方針の目玉としたいというイメー

ジがないと、決めてから作り上げるというのは、私はかなり難しいと思います。 

（森本室長） 

 先ほど言われましたように、地域支援と個別支援の両方ができる人材がコミュニ

ティソーシャルワーカーということでありますが、吉野委員さんが言われるように、

そのような人材が今思い浮かぶのかというと、なかなかそのようなスキルを持った

方はおられないと思いますので、先ほどの説明のとおり、コミュニティワークと個

別支援を一度分けて、地域支援をする担当と個別支援をする担当をしっかり連携さ
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せていくことで、地域づくりをしていくということだと思います。米子市社会福祉

協議会ではこれまでコミュニティワークということを業務として行ってきています

が、今回の計画の大きなテーマでもあります住民主体の地域福祉活動を進めていく

ためには、住民の方だけでは難しいと思います。そこで、地域支援の専門家として

のコミュニティワーカーが、住民活動の支援やアドバイスをしたり、バックアップ

していくということを、地域に入り込んで行っていくことが必要ではないかと考え

ています。現在、米子市社会福祉協議会では、地区の社会福祉協議会を経由して行っ

たり、モデル的に地区を限定して入らせてもらったりしながら、地域福祉活動を側

面的に支援をしていますけれども、現時点では、米子市社会福祉協議会の職員がしっ

かり各地区に入って、住民の皆さんと一緒に活動や体制を整備していくであるとか、

事業所の方や社会福祉法人の代表の方と一緒になって地域活動につなげていくとい

う体制は十分に取れていないというのが現状だと思っております。米子市社会福祉

協議会もコミュニティワークにしっかりと軸足を置いて、取り組んでいきたいと考

えておりますし、コミュニティワークを強化していくことが、住民主体の地域福祉

活動、互助の部分ですけれども、これを勧めていくことになるのではないかと考え

ております。 

（井上委員） 

 資料１の公民館区域というところで、私たちは西倉吉町に事業所があって、そこ

で山陰歴史館の横の辺りに住んでいる方がおっしゃっていたのですが、昔の就将小

学校は今の合銀米子支店の辺りにあったそうで、公民館もすぐ近くだったと。しか

し今はかなり先の方にあって、めったに行けない。公民館に行くときはタクシーに

乗っていかなければならないと言われます。８０歳を超えていて、少し足腰が悪い

方です。したがって、公民館区域ということであれば、昔の小学校区がそのまま公

民館区域になっているところもありますので、住民に近い所への見直しが必要では

ないかと思います。特に中心市街地では、明道にしても就将にしても、公民館が郊

外に移動しているのに、小学校区がそのまま残っているところがありますので、エ

リアの見直しは必要ではないかと思います。 

 それから、資料の「包括的な支援の視点」のところで、これはお願いですけれど

も、「８０５０問題」は「ハチマルゴーマル問題」だと思いますが、８０と５０の間

に中点を入れたほうがよいと思います。 

 それと質問ですが、財政の資料で、扶助費というものがありますが、私は米子市

の財政の中で、介護保険関係がどれくらいあって、障がい者の関係がいくらあって、

子どもの関係がいくらあってということが知りたかったのですが、これではそれが

よくわからないです。例えば、介護保険はこの決算額の中のどこに該当するのでしょ

うか。それとも介護保険は決算が別なのでしょうか。 

（中本課長補佐） 

 介護保険特別会計は別の決算となります。障がい者の関係は主に扶助費になりま

す。 

（加川委員長） 

 ほかの方、いかがでしょうか。 
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（吉岡副委員長） 

 今日、「つなぐ」シートというものを配らせていただいたのですが、前回から相談

に関する話がありましたし、今回も資料に包括的な支援ということで相談というこ

とがありました。東京都の足立区で自殺予防のためにこのようなシートを作ってい

らっしゃるそうです。相談は一人だけでは賄いきれないので、相談を受けた人が、

自分が答えきれない問題を次の専門的なところにつなげていって、何回かつなぎな

がら、実際に相談した人が解決できたという満足感を得られるようにしているそう

です。その際には個人情報がありますので、そのことは署名欄で同意してもらって

います。そうしないと、コミュニティワーカーが子育てから老人介護、精神障がい、

就労など、すべてを一人で賄えないところがあるのではないかと思います。足立区

ではいろいろな職種の方が夜に研修を受けているようです。そのような研修を受け

た人が相談を受けるというような体制づくりをしているということです。 

（吉野委員） 

 全体的なことですが、地域福祉を進めるときに、地域でそれを担っていくところ

をどう作るかということが大きいと思いますが、問題は、何をするのか、その強烈

なものがないということだと思います。これをするために地域で皆さん一緒に頑張

りましょう、そのためにコミュニティワーカーを置きますということではなく、言

うならば全体的に総花的なのです。 

 例えば、私たちが取り組んでいる認知症のことで言うと、認知症になってからど

うこうするということではなく、この中の文章にもありますけれども、もっと早い

時点でしっかりとつながりを作っていくということだと思います。あるいは、成人

病対策をもっと強化して、４０歳の健診のときに、認知症の検査も含められないか、

それをするだけで認知症の発症率、特に血管性認知症に関しては半減すると思いま

す。支援が必要になる前の部分の健診や、フレイル予防も重要です。６５歳以上の

高齢者でしっかり食べている、元気で過ごしている人でも３割くらいの人がフレイ

ル状態になると言われていますし、入院する人の６割がフレイル状態になると言わ

れていますが、８０歳から８５歳くらいで元気な世帯には、今何の支援策もないで

す。ひとり暮らしだと民生委員さんが把握していますが、８０歳から８５歳くらい

の夫婦二人暮らしの世帯は、必ず５年から１０年の間にアクシデントが起こります

が、そのアクシデントが起きてからどうにかするということでは遅いわけです。 

 認知症の問題だったら認知症を正しく理解する、それから、元気なときから自分

が病気になったときのこと、終末期の問題についてしっかりと残しておく。そのよ

うなことをしておくことが必要なのです。 

 そして、例えば健康で元気でいませんかというフレイル予防を、米子市で全面的

な病気になる前の対策として取り組みませんかと、そしてそれを全部の地域で頑張

りましょうというような、大きな、一点突破のようなものを課題に出すことによっ

て、どんな人材が必要かとか、どんな組織を作るかとか、そういうことが見えてく

ると思います。 
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 組織を作って何かをするということではなくて、このことをするために組織を作

りませんか、みんなで集まって話をしませんかというようにしていくと、いろいろ

なアイデアや活動の流れが作られるのではないかと思います。 

一つは病気になった人、障がいがある人たちの支援と、現行で問題がないと思わ

れる人たちの取組をどうするのかということを考えておかなければならないと思い

ます。もう一つは実際に介護状態になった、あるいは障がいを持ったなど、具体的

な支援が必要な人たちにどれだけ個別的な手厚い支援ができるのだろうかというこ

とがあります。コミュニティワーカーという言葉が出てきて、個別支援をすると言

われたので、アイルランドのリンクワーカーのようなものかなと、一人が診断を受

けたときに、その人のそれ以降の人生設計を一緒に行うというもので、面白いかな

と思ったのですが、地域づくりが中心となるということになると話が違うなと思い

ました。 

むしろ、考え方を、例えば健康寿命を米子市全体として１０年かけて５年延ばそ

うとか１０年延ばそうとか、そういうようなことのほうが市民に分かりやすいと思

います。このことは、地域の自治会だけではなくて、全ての人たちに関わることで

すから、高齢者の場合と障がいを持っている人の場合と子どもたちの場合とで、支

援が必要になるまでに何が必要なのか、内容を精査して、そのために必要なものを

どう作るかという考え方の方が分かりやすいと思います。 

それから、この計画を進めていくために、米子市に推進委員会のようなものがあっ

て、それが具体的にどのように関わっていくのかというようなことがとても重要だ

と思います。そしてこれにはいろいろ書かれていますが、これで行くんだなという

ものが見えにくいかなと思います。 

それと、未来へつなげる視点の中の公的サービスの適正化ですが、これを誰がす

るのかなと思います。今でもそれなりに保険者が介護保健事業に対して行っている

と思いますが、これを本当にやろうと思ったら、和光市の東内さんたちがやったよ

うに行政的にもきちんとその能力を持って、しかも１０年かけてこれをやっていく

んだという仕組みをもってやらないと、絵に書いた餅になるだけです。これを正当

化してしまって、今サービスを使える人たちが使えなくなってしまったらマイナス

になってしまいます。 

計画全体で、どこがやるのか、どのようにやるのかということが非常に見えにく

い提案になっていて、少し残念です。 

（藤澤委員） 

 私は子育て支援センターを運営しています。乳幼児期、小学生の子どもの保護者

さんとのつながりが日々の業務なのですが、先ほどお話があったように、公民館区

域となると、今公民館は土日がお休みですので、今ほとんどのお母さんが就労して

いる中、公民館の活用の仕方と、子育て世代の方はなかなか公民館に行くことがな

いということが課題だと思います。それとこれは予断ですが、私は和田というとこ

ろで育ちましたが、とても活性化している町だと思っていまして、小さいときから

筋３本先のおじいさんやおばあさんが私のことを知っていたり、おじいさんの友達

のおじいさんが声をかけてくれるということがありましたが、今は特に新開とか、
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転勤族が多いところはそういうことが乏しいように感じています。子育て世代の方

が地域づくりに協力するということはとても大切なことだと思っていまして、その

背中を見た子ども達が行く行くは地域づくりや隣近所の付き合い、街づくりに興味

を持ってもらいたいと思います。経験がないことや見たことが無いことをしろと

言ってもなかなか難しいと思います。 

 顔の見える支援ということで一つお話をさせていただくと、米子でも家族代行と

いう仕事が少なくありません。例えば、卒業式にお父さん、お母さんが仕事で行け

ないということで、お金を払って卒業式に一緒に行ってくださる方を探したりです

とか、ほかにも運動会で一緒にお弁当を食べる人がいないとか、中学校や高校への

進学の時の買い物について行けないとか、そういうことで代行サービスをしてくれ

るところがあります。最初は子ども達がかわいそうだなという声をよく聞きました

が、米子も事実、そういうところなのです。皆さんにもこのことを知っていただい

て、地域全体がつながるということからすれば、時間や余力や気持ちや経験が豊富

なボランティアの方が、同じ地区の子ども達に、この家族サポートのようなことが

できたらいいと思いました。 

（山中委員） 

 今、藤澤さんがおっしゃったように、昔とは違った現象があるのですが、データ

が少なすぎて、すぐに答えられないというか、施策に結びつかないと思います。例

えば認知症の方が米子に何人いて、どのような人たちがいるのかとか、子育てで困っ

ていることはどのようなことなのか、年代が違えば取り組まないといけないことも

違うのですが、そのデータが少なすぎて、歳入の資料とか、それだけでは計り知れ

ないと思います。各現場のプロや先頭に立つ方がおられるので、そのような方々の

声も聞き入れながら、現場の声を集めてみないと、米子の町にあった施策はどのよ

うなものなのか考えにくいと思います。そのようなことを聞けるような体制は、計

画のスケジュール的に難しいのかも知れませんが、そのようなことを組み入れない

といけないと思います。 

 一つの例を言いますと、夜の子どもの預かり場が無くて、無届のおばあさんの家

に駆け込み寺のように、繁華街で働く人が子どもを預かってもらっているという現

状があるようです。そういうことなども、皆が知らなければ対策もできないですし、

そのようなことを拾えるような体制が必要だと思います。 

 昨日、ある経済団体の集まりで、障がい者福祉の講演があるということで行った

ときに、養護学校の先生が、障がい者を雇用してもらえそうな企業に飛び込みで訪

問して「障がいのある生徒を実習させてもらえませんか」と頼んでいるという話を

聞いたのですが、その集まりに何団体かが来ていて、そこで簡単に養護学校の先生

が企業の人たちと知り合えて、ここで知り合った人たちで、ある程度実習先が賄え

たということがありました。 

 もう一つの例ですが、福生で横断歩道の旗が無いけれど、それを買うお金がない

と。そこで福生にある企業でその旗にうちの企業名を入れてくれたらいくらでも協

力するよという話があったり、このような取組が意外なところでたくさん生まれる

可能性があると思いますし、そのようなことを書き出せるような取組があると、今
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の米子の現状というのが出てくるように思います。それを皆さんで共有できるよう

にリストのようなものがあればありがたいと思います。 

（中本課長補佐） 

 委員さんからいろいろな意見をいただきました。ありがとうございました。 

 全てのお答えにはならないかも知れませんが、今日は資料のタイトルにもありま

すように、元々、白い画用紙を広げて、好きなように議論をしていきましょうとい

う提案をさせていただいたのですが、それだとなかなか進まないだろうということ

で、いわゆる箱のようなものを作ったらどうかということでした。方向性という言

葉を使っているように、今日はあくまでこういう形としてどうですかという提案を

させていただいております。 

 吉野委員がおっしゃるとおりでして、我々はこの箱を作っていく中で、コミュニ

ティワーカーが公民館を拠点にしてやっていくということになったときに、コミュ

ニティワーカーとは何なのか、公民館はそれでいいのかというような議論をしてい

ただきたかったと、無責任な言い方かも知れませんが、そのような議論をして、最

終的にどのようにするかということを考えております。プロセスとしては逆かもし

れませんが、その中で、検証が先ではないかとか、データがもっと必要ではないか

ということであれば、出せられるものを見極めながら出していきたいと思います。

スケジュール的にも、今後ボランティア団体等へのヒヤリングや、地域懇談会など

を予定しておりまして、山中委員がおっしゃったデータの取り方の一つだと考えて

おります。 

 そういうものを踏まえた上で、データを取りながら、この箱を使ってやっていき

たいと思います。人材のことは課内でも協議しておりますが、市の職員がしても、

社会福祉協議会の職員がしても、どこかの社会福祉法人の方がしても、今すぐ我々

が考えるコミュニティワーカーの業務ができる方は、数が足りないと考えておりま

す。公民館２７箇所すべてに配置する場合に、２７人いるかというと、今の時点で

は２７人いませんと答えざるを得ません。このことも含めて、どのような議論をし

てどのような計画にしていくのかということを皆さんと考えていきたいと思います。 

 もう一点ですが、この計画は各福祉計画の上位計画であります。子どもの部分、

障がいの部分、高齢者の部分と、それぞれ何が必要かという理念的なことはこの計

画で書くことになりますが、福祉の計画は各分野で需給計画ができておりまして、

この計画ができたら、それぞれの分野の計画がその理念を引き継いで、改定したり、

次の更新のときに具体的に盛り込んだりすることで、我々も関与していきたいと考

えております。 

（加川委員長） 

 今の考え方ですが、資料２の方がもう少し具体的な取組が入っていますので、そ

れを見ていただきながらまたご意見をいただけたらと思います。 

 それでは議題の二つ目の「計画に盛り込む項目について」について、事務局から

説明をお願いします。 
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議題２ 計画に盛り込む項目について 

（山崎主幹） 

それでは、資料２をご覧いただけたらと思います。計画に盛り込む項目というこ

とで、前回も同じような資料を見ていただきましたが、内容を精査して、表現を整

えたものでございます。 

まず、丸で囲った外側の三つの柱については、前回と同じでございます。社会福

祉法で求められている体制づくりについて示しておりまして、中央部分に具体的な

項目を三つに分けて書いております。ここは前回から変えているところです。 

前回、資料でお示ししたのは、米子市ではこのような項目が計画に掲げられたら

よいのではないかということで提案させていただいたものでございまして、それぞ

れの項目で実際に何をするのかということにつきましては、次のページ以降に例と

して書いております。当然これが全てではありませんので、例えばこのようなこと

がありますという参考として捉えていただけたらと思います。 

項目については三つに分けていますが、まず資料の１ページ目の一番左側に「地

域全体で支えるまちづくり」と書いております。ここで述べていることについては、

地域における支え合いの仕組みづくりとか、官民共同の取組であるとか、そういっ

たものを中心にまとめているものです。真ん中のところに「暮らしを支えるサービ

スの充実」と書いてありますが、こちらは主に福祉行政とか公的なサービスについ

ての米子市としての方針を示したものとご理解いただけたらと思います。米子市に

は様々な分野のサービスがございます。高齢、障がい、子ども等の考え方を示して

いるものでございます。あと、右側に「未来へつながる人づくり」ということで、

資料１でも未来ということで表現させていただきましたが、ここでは未来へこう

いった施策をつなげていくための人づくりというものをどうしていくのかというこ

とをここで項目立てています。次以降めくっていただきましたら、具体的な取組の

例ということで書いてありますが、先程の資料１に方向性を示しているところでご

ざいますが、基本的にその考え方に基づいて、もう少し具体的に項目立てたという

ことでございます。細かいところについてはご質問いただけたらと思います。 

 説明は以上とさせていただきます。 

（加川委員長） 

 はい、ありがとうございます。 

（中村委員） 

 先程、方向性の具体的な資料ということをおっしゃっておられましたが、この方

向性の１、２、３と資料２の３項目を合わせて、まとめるということはできないで

すか。方向性と具体的な項目のタイトルが違っていると頭がすっきりしないという

か、例えば１に対応してそれに具体的なものあるというようなふうになるともう少

しスムーズに理解できると思います。 

（山崎主幹） 

 ありがとうございます。もう少し分かり易く整えて次回にお示しできるようにさ

せていただきたいと思います。 

（加川委員長） 
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 資料１で「地域全体がつながり」に住民主体の活動支援が入っており、資料２を

見ると、未来へつながる人づくりに住民活動への支援が入っていたりして、大きな

１、２、３という項目と中身が少し混在していると思います。もちろん、両方にも

またがり、切り離せないものもあると思いますが、中村委員さんが言うようにそろ

えた方が分かり易いと思います。 

（山中委員） 

 今後の流れの関連性から、社協を強化するということですが、社協で今地域に回

れる人はどれ位いるのですか。 

（森本室長） 

 社協の職員で地域担当は２人です。 

（山中委員） 

 強化というのは、もう少し人数が増やしたりとか今後の体制を変えていかないと

いけないという認識で、あとはスクラップアンドビルドというのは、これだけデイ

サービスが増えている中で、民間で足りているのであれば、そこが廃止になって、

その人数が地域に出る可能性があるという認識で良いですか。 

（森本室長） 

 米子市社会福祉協議会としては、いろいろな事業をしている中で、今はコミュニ

ティワークに入れる人間が少ないということは確かであります。そういった事業を

全体的に精査しながら、私達としてもコミュニティワークにしっかり力を注げるよ

うに職員体制、職員のスキルアップも含めて強化していきたいと考えております。 

（山中委員） 

社協が頭に立つか、市の直営なのかという時に、根本的な体制が分かっていない

となかなか口も出しにくいというか、理想論だけ言っても難しいかなと思っての発

言でした。 

（加川委員長） 

 ほかにいかがでしょうか。 

（井上委員） 

 先程から出ている地域支援と個別支援は具体的にはどういうことですか。個別支

援は何となくわかりますけど、個別支援と地域支援の違いは何ですか。個別支援の

今の仕組みでは対応できない人がけっこういらっしゃって、地域支援と個別支援を

分けてしまうと、こういう狭間の人の支援はどうなるのかという気がしたので、違

いを具体的に説明していただきたい。私は一体的に一緒にやるような意識があった

ので質問します。 

（山崎主幹） 

 地域支援と個別支援は本来は切り離して考えるべきではないと思いますが、当然

つながっていくものなので、個別の支援を突き詰めていけば、地域とのつながりと

いうことにならなければいけませんが、今回、地域支援と分けた部分につきまして

は、具体的には住民の方々が主体的に取り組む活動やサービスを作っていったりす

るのに支援していったり、住民が地域の課題がどういうものがあるのか把握したり、
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その解決に向けて自分達がどういったことができるのかという話合いの場を作った

りとか等の環境を整えていくことがメインの活動になろうかと思います。 

（井上委員） 

 今ので大体分かったのですが、事業者と住民は別物という分け方なのですね。私

は事業者ですが、住民として市民として福祉事業をやっている意識があったので、

分けて考えるというのがどうかなと思ってです。 

（山崎主幹） 

 少し前の議論の中で、今までの地域福祉のコーディネーターについての総括の話

があったと思いますが、要はどういうことができていて、どういうことができてい

ないかということで、正に今おっしゃたことで、今まで地域づくりと言いつつもな

かなかコーディネーターが事業者とか当事者団体とか企業の方々と連携が上手く取

れていなかったところが大きい問題かなと思っています。これから、地域づくりを

していくに当たって、地域住民の方達だけでそれをしていくのではないと思ってい

まして、コミュニティワーカーとしての大きい役割の一つとして、今まで上手く巻

き込めていなかった方々を巻き込んでいくということが、正に必要になると思って

おります。 

（安木委員） 

 一つ聞いてよろしいですか。最初に返るようで申し訳ないですが、皆さんの話を

聞いていましたら、コミュニティワーカーいわゆる地域づくりの専門職がかなり重

要なポイントになるのだと。その中で、専門職とは資格が必要ということなのでしょ

うか、それとも社会経験とかそういったもので選任していただくのでしょうか。そ

の他のことについては、この地域にはこういうような需要があるから、一人でも大

変だとか、こういう問題が想定できるからこれはこういうふうにしたら良いのだろ

うかということを活動計画の中で我々が盛り込んでいくということが重要ではない

かと感じています。 

今までのやり方で、公民館が中心となっているエリアでできていなかったから、

今回新たな形で取組をしていくのだというイメージで話を聞いていました。コー

ディネーターは市から経費が出ますし、それを直営とするのか、委託とするのかと

いうのは、我々がそういう皆さんとのご意見をいただきながら直営が良いのであれ

ばそういう結論を出して、作っていけば良いのではないかいうイメージをしていた

のですが、そうではないのかなと感じたのでもう一度伺います。 

（中本課長補佐） 

 ご意見ありがとうございます。単的に言いますとイメージとしてはそのとおりで

す。専門職については、資格重視か、経験重視かの質問だと思いますが、資格があ

るからそれで良いという考えは無いです。押し付ける訳ではないですが、こういう

形で議論をして、今後進めていきたいと考えておりまして、直営で行うのであれば、

何かの資格を持っているのではなくて、その理念を知っていて、それに向き合えて、

現実的にできるという人がやらないといけない。そういうもののキーとなるコミュ

ニティワーカーを作りたいと思います。方向性は安木委員さんがおっしゃられた形

で認識いただければと思います。 
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（安木委員） 

 もう一つすみません。私も米子市の委託を受けて、知的障がい者の相談員を何回

かさせていただいているのですが、私の携帯番号入れてもらっているのですが、ほ

とんどお電話が掛かることはございません。ですから、地域の情報を聞きながら、

こちらから出向いて行くということをしながら、いろいろなお困りの方のところに

出向いて行くというやり方をやっているのです。相手の時間に合わせて行って、しっ

かり話を聞きながらシートにまとめて報告させていただきます。当然、個人情報が

ありますので、公にはできませんが、そういう形で現在もさせていただいておりま

す。 

ですから、いろいろな問題がありますが、来るのが困難であれば、地域の担当者

一人ないし二人おられるのであれば、その方が中心になって訪問をしながら問題解

決に当たっていくという形が、地域拠点の公民館を主体とする活動ではないかと考

えております。 

（山中委員） 

 今聞いていて、おっしゃるとおりだなと感じております。市報に出してもいけな

いけど、求人票みたいなものとか、新聞の折り込みとか、ラズダ等の雑誌とかが良

いのかなとか感じます。今までのようなやり方では通用しないと思います。ソーシャ

ルネットワークと言って、スマホで発信するのが良いのではないかとかいろいろな

方法があると思います。ただ、確実に言えるのは市報で広報しても何もつながらな

いというのはあると思うので、そういうことも踏まえて、世帯別にどう支援してい

くのかということを考えて、そこをアウトリーチしていくことに関して、どれだけ

の数が必要なのかとか予算がどれ位必要なのかということも考えないと先に進みに

くいと感じました。 

（吉野委員） 

今、総花的なことになっていますので、意見を言っておきたいですが、まず、市

報の問題ですが、私どもは認知症の家族の会も集いの紹介を毎月、市報に載せさせ

ていただいておりますが、これは非常に効果があって、初めての人の８０％以上が

市報を見てきた方です。そもそも相談機関に相談する人は少ないです。これは認知

症の場合も一緒で、包括支援センターとかに相談する方はかなり問題が生じて、本

当に困ってからの相談です。 

ですから、私たちは待っている相談機関はあまり意味が無いと話していまして、

訪問する、あるいは出掛けて行って、つながりを作る相談機関にならないといけな

いという取組を鳥取県県内でしているのです。それが、先程言った支援が必要にな

る前の方をどういう形で地域に作るかという方針があって、そのためにどういう人

材が何をするのかということにならないとそういう取組はできないと思います。ま

ず、そういう実態があるということを理解して組み立てる必要があると思います。 

先程からコミュニティワーカーが地域支援づくりの担当者と分かったので、地域

支援と個別支援は融合だというのは言わない方が良いと思います。個別支援という

のは、本当に一人ひとりのところ、一家庭に訪問して、そこでどこにつないだら良

いかとかを一つ一つやっていくことだと思います。 
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だから、支援が必要になる前の取組なのですが、例えば、米子市が介護保険事業

でアンケートをして、６割か７割返ってきて、その６割、７割は問題無いのですが、

返って来ない３割を一つずつ訪問して歩いていくかということの取組が非常に大事

です。そういう個別支援の必要のある前の段階から情報を把握していくというよう

な取組をしていくことが、地域の活動でとても大事なところです。それをしていく

上で、例えば、コミュニティワーカーみたいなものがいて、それが地域の民生委員

さんや自治会とかと協力しながら情報を聞きながら個別に関わっていくことをする

ことが、実際に大変になってから相談に来る状況を無くしていく取組を前面に出す

ことが、ひいては医療費や介護保険料を結果的に抑えることになるのではないかと

思います。その方針を出すことだと思います。 

今は高齢者のことを言っておりますけど、障がいのある人や子どもの場合でも、

支援が必要である前の時点でもいろいろな問題があるのではないかということから、

その時点でも関わり、仕組みづくりとかが大事で、８０・５０問題でも、今それを

やらないと米子市でも本当に大変な状況を生んでしまいます。 

（三輪委員） 

 今日ずっと、お話を伺っていまして、私は細かい個別のことは詳しくないですが、

計画を作り全体の進め方について、意見を言わせていただきます。１回目の時にも

お願いをしたのですが、計画を作る時はまず現状がどうかということで、その中で

問題がどういうところがあって、課題を整理してから作るものだと思います。私が

仕事上、企業さんの計画を作るときには手順は必ずそうします。すごく考えられて

だと思いますが、今日、計画に盛り込む項目案がポンと出てきていまして、なぜ、

こういう項目が出てきたのかということが見えないです。 

何か問題があって、それに対して、こういうことをしないといけないということ

で書かれていると思いますが、その過程が見えなくて、これをどうでしょうかとい

うことを聞かれても何とも言えなくて、お願いしたいのは現状を出していただいて、

それについて、専門の分野の皆さんがここにおられるので、本当に現状がどうなの

かを聞いていただいて、それをどう解決していくかについてここに盛り込んでいた

だけたらと感じました。 

（加川委員長） 

 全体の構成がどうしてこうなっているのかということですか。 

（三輪委員） 

 案としてこういう形で提案していただくのは良いのですが、いきなりこうやりま

しょう、こういう項目ということで飛躍しているような気がするので、なぜこうい

うものが出てきたのか分かるようにしていただいたら議論ができるのではないかと

いうことです。 

（中本課長補佐） 

 ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。この答えが出る前の理

由、材料だと思いますので承りました。 
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報告事項 地域活動者へのアンケート調査について 

（加川委員長） 

報告事項にいきたいと思います。資料の３で説明をお願いします。 

（米子市社協 森本室長） 

失礼します。アンケート調査が終わりまして、現時点での集計を報告させていた

だきたいと思います。これで完成ということではないですが、途中経過として見て

いただければと思います。資料３で横書きのグラフの入った表と、縦書きの文字が

入っているものが二つですが、縦書きの文字が入っているものは、アンケートの問

いの２番から６番までにその他として記述していく項目がございましたので、その

内容の要旨をまとめたものが一つと、問いの７番で地域福祉を発展させるためにご

提案、ご意見をお願いしますということで、自由記述していただきましたので、そ

れの要旨をまとめております。 

資料３をご覧ください。活動者へのアンケートということで、市内全域の自治会

長さん、民生委員さん、地区社協の会長、在宅福祉員さんにお願いしまして、回収

率は約７８％でした。いくつか特徴的なところを説明したいと思います。 

問１の活動している上でのやりがいと負担感のことですが、どの団体も活動にや

りがいを感じておられるという方々が７５％を超えておられます。一方で、活動に

負担感を感じているという方も全体で６０％おられますし、特に自治会長さんでは

７８％の方が負担感を感じておられるということで、やりがいも感じているけど、

負担感もあるということで両方感じておられるという方が多いという結果が出てお

ります。 

問２ですが、組織で困っていることは何ですかということで、課題を聞いている

のですが、青色の棒グラフを見ていただくと、メンバーの高齢化を選択された方が

多くおられます。また、自由記述の中でも成り手がいない、後継者がいないという

ことが多くて、やはり活動者の高齢化、後継者不足が大きな問題であることが分か

ります。 

問３ですが、これも棒グラフを見ていただいたらと思います。活動が活発に行わ

れていくにはどのような取組が必要かということで、前の問２の解決法になるかも

しれませんが、一番多かったのが、退職した方に活動参加をしてもらう仕掛けや場

作りということが、選ばれております。退職後のシニア世代の方に担い手として期

待が寄せられていること、また、シニア世代の方を地域活動につながってもらうた

めの仕掛け作りが必要ではないかと感じております。 

問５になりますが、課題解決に向けた支え合い、基盤づくりに必要なことは何だ

と思いますかということで、どの段階も隣近所同士での支え合い体制づくりの促進

を選んだ方が多くて、住民同士のつながりを求める声が多く挙がっておりますし、

また、困りごとを気軽に相談できる身近な窓口の充実も多くて、地域の中で相談対

応できる仕組みづくりを求められているのではないかと感じております。 

今後もう少し、分析して、精査していきたいと思いますが、活動者の声として計

画に反映していければと思っています。また、今後各地区にて地域懇談会を予定し

ておりますので、各地区別の傾向も含めて、このアンケート結果を地区に返させて



22 

 

いただいて、アンケート結果を基に活動の課題であったり、必要な取組であったり、

行政や社協、地域との関わり方等をテーマに話をさせていただきたいと考えており

ます。 

それから、もう一点、来年の２月頃から予定していますが、福祉団体のヒアリン

グをいたします。今、聞き取りをする団体を選定しているところですが、委員の皆

様にも選定について、ご意見をお聞きしたいと考えていますし、できれば、ヒアリ

ングにご参加いただいて、事務局側として、一緒に聞き取り側に入っていただきた

いと思っていますので、その際にはご相談させていただきますので、ご協力よろし

くお願いします。報告は以上です。 

（加川委員長） 

 ありがとうございました。アンケートの結果が出ましたということだったと思い

ます。これについていかがでしょうか。 

（足立委員） 

 よろしいでしょうか。在宅福祉委員と民生委員とそれぞれの立場でこのアンケー

トにお答えさせていただきました。在宅福祉員のことですが、イコール給食サービ

スというイメージがあって、自治会から推薦していただいても、給食サービスだか

ら女性が良いのではないかという意見もたくさんあったのですが、来年の４月から

は、今は７５歳以上の独居の方ですが、８０歳以上の独居の方、８０歳以上の高齢

者世帯の方の見守りとして、各地区いろいろ意見があるのですが、給食ばかりでな

く、何か品物を持っていったらどうかという提案が社協さんからありまして、変え

ていこうかなという意見があります。 

ただし、各地区によっては、４月からも給食サービスを続けていきたいという意

見もあります。富益地区といたしましては、皆さんと相談しましたら、給食サービ

スで毎月出るのも大変なので、何か品物を持って、毎月１回、見守りという形で、

高齢者の方に担当者を決めて、何か変わったことがあれば、民生委員さんとか公民

館、包括とかにつなげていく形を取っていけたら良いと思っています。 

（加川委員長） 

 ほかにいかがでしょうか。 

（福景委員） 

 別のことでも良いでしょうか。一番最初の本題に戻るのですが、自治会加入率が

６１．８％と非常に低いということですが、当初からこの福祉計画は米子市民全体

にとっての福祉計画だと考えていたところであって、すなわち、自治会未加入も含

めた市民に対する福祉だと思っています。お聞きしたいのは、市報等の配付物を自

治会加入者に配付する訳ですが、私の地区でも未加入者が多いのですが、この人達

の市報等の配付の対応はどういう体制なのですか。 

（中本課長補佐） 

 市報等の配付のご質問ということで、基本的には自治会の会員さんには配付する

ということですが、自治会に加入されていなくても希望があれば、お渡しできます。

取りに来られれば、お渡ししますが、市役所側から郵送等はいたしません。 

（福景委員） 
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 希望者ということなのですが、おそらく市役所に行ったりする人は非常に少ない

と思います。福祉計画を進めていく中で、私どもは自治会活動を通して日頃から取

り組んでいることばかりと自負心を持っていますが、４割の方をどうするかという

不安があります。民生委員さんは国からの依頼で自治会未加入者であっても地域住

民全体を見るのだということがきちんと義務付けられていまして、調査等いろいろ

回られます。あとの人のアンケートは自治会の中で活動したものなので心配です。 

（安木委員） 

 市報はスーパーとかにも置いてありますよね。公民館とかに置いてありますし、

転入された時に窓口で必要があればという説明があると思います。 

（福景委員） 

 公民館にも置いてありますので、地域住民は皆ということで差別はしませんが、

公民館に取りに来られる一般の人はほとんどいません。 

（中本課長補佐） 

 今福景委員さんがおっしゃるとおりで、現実的に手段は持っていますが、自治会

に入っていない方がどれだけ市報を見ているかというと、おそらくほとんど見られ

ていないでしょう。だから、今回の地域福祉計画もコミュニティワーカーという言

葉を取ってもですが、一般的に網に引っ掛からない人にどうやって説明したり、語

り掛けたりしていくかということが最大のテーマであり、難しい部分だと思います

ので、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 

（手嶋委員） 

 市報のことですが、確かにスーパーにありますが、楽しみに取りに来られる人が

決まっていますので、あるスーパーでは重ねて置いてあります。ですから、スーパー

に置いてあるのは大切だと思います。 

（安木委員） 

 今言われたように肝心なのは、そういった以外の人、地域に関心がない人をどう

するかということが、今回のコミュニティワーカーが一番の大事なところだと思い

ます。過去こういう問題があって、失敗したから、新たにこういうようなやり方を

されておられると思います。ですから、この計画に盛り込む項目の上のところにこ

ういう反省のもとに今回はこういうふうにしましたという背景をきちんとすると分

かり易かったと思います。 

（中本課長補佐） 

 ありがとうございます。今の背景というご意見ですが、先程の三輪委員さんの現

状、課題解決のこともですが、そういうものがないといくら箱があってもつながり

の部分でどうなのかということになりますので、今日の議論を踏まえまして作成し

たいと思います。 

（藤澤委員） 

 さっきからお話を聞いていて、私も自分が小さい時に自治会とか子ども会とかと

どういう関わりをしていたかを思い返していたのですが、親子のつながりのところ

で、自治会とか子ども会の行事で親がすごく楽しそうにいろいろなことを教えてく

れたことが、非常に充実して大切だったなと思います。地引網を教えてもらったり、
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もちつきしたりとか、四季折々の子ども会の活動も活発でした。今は子ども会に入っ

ていない子ども達もたくさんいて、集団登校もほとんど成り立っていません。小学

校も巻き込んでいくことも大切ではないかと考えています。 

コミュニティワーカーのことが出ていますが、公民館、自治会を優先してやるの

であれば、そこで生まれ育った方が一番のスペシャリストだと思っていて、自治会

長さん、駐在さん、民生委員さん、児童委員さん、いろいろな世代の方が必要では

ないかと思います。行政サイドからは一人配置で良いと思いますが、チームを作っ

て、各自治会、公民館が活発化になるためにできるところから始めれば良いと思い

ます。 

とにかくテーマが多くて、重たいので、１０人集めれば１０人困りごとが絶対出

てくるのですけど、できることからやっていって、実績を作っていくことが大切だ

と思います。小学校も住吉、福米西とかは７００人、８００人ですが、大篠津、和

田は８０人程度で１０倍も人数が違うのです。その地域のところでというのは、そ

の地域を知っている方が引っ張っていく流れといろいろな世代が関わることが大事

だと感じました。 

（加川委員長） 

 よろしいですか。それでは、議題と報告は以上となります。いろいろな意見も出

ましたので、次回に向けて課題だと思いますし、この間にいろいろなアンケートと

か、調査とか実態どうなっているのかありましたので、そういうことも盛り込みつ

つ次回に協議しましょう。そういう意味で先程ありましたけど、一体米子の課題は

どうなっているのかとか、こんな課題があるからこういう計画内容ですということ

は、最終的には計画に書かれると思いますので、米子にまったくこういう課題が無

いのにこういう計画にはならないと思いますので、こういう現状認識、課題の認識

があります、その上でこういう対策、活動をやっていきましょうというような作り

になるのかなと思います。 

（山中委員） 

 項目が出て後からこういう課題があったからこういう結果になったということで

すか。 

（加川委員長） 

 これは、上位計画なので、どこまでここの話を盛り込むかはわからないですが、

それとは別で当然課題があるので、それに対する解決、活動が出てくるというのは

もちろんあると思います。 

（吉野委員） 

 今後の進め方としては、今回と同じような感じで、市から提案があって議論をす

るということですか。 

（大橋次長） 

 今日の意見を聞いていまして、一つには現状、背景等がよくわからないので、そ

ういう説明がないと議論が深まらないという意見をいただいたところです。それか

ら、私達がこういうふうに考えてきたのですが、委員さんはいろいろ局面で活躍さ

れている方ですから、本当に介護保険が上手くいっているのとか、障がいサービス
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が上手くいっているのとかいろいろ課題をお持ちだと思います。米子市の公式見解

はもちろんありますが、それらもそろえて、もう一度こういうものに沿って相互的

な議論をしていただければ良いのかなと思っています。あと１年位掛けて作ろうと

思っていますので、最初の段階はお出ししましたが、これがすぐ計画になりますと

いうことはありません。議論がしやすい環境を作っていきますので、今日の議事録

を作成して、各委員さんから出たリクエストを反映して、次の議論が深まっていく

ような形であと２、３回させていただきたいと思います。 

 

その他 次回の日程について 

（加川委員長） 

それでは、事務局の方でありますでしょうか。 

（中本課長補佐） 

 最後にすみません。本日は長時間ありがとうございました。次回の開催について

は、２月の中旬を考えております。今年に限りましては、３回の開催で今回が最後

になろうかと思います。計画策定している途中のものを一回改定という形で我々の

思いに皆様方に付き合っていただきまして、ありがとうございます。 

 

閉会（午後８時５０分） 

 


